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第１章 経営戦略見直しの目的 

 

１． 見直しの目的 

 

本市では２０１９（令和元）年度に、現状における水道事業の課題を抽出し、将来

像（理想像）を実現するための基本方針を定め、水道事業の着実な運営を目指して、

「小美玉市水道事業経営戦略」を策定しました。 

この経営戦略は、２０１４（平成２６）年８月の総務省からの通知「公営企業の経

営に当たっての留意事項について」に示されているもので、各公営企業が将来にわた

って安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画となるものです。 

さらに、経営戦略はＰＤＣＡサイクルを通じて質を高めていくことが求められてお

り、３年から５年以内の見直しを行うことが重要となります。「新経済・財政再生計

画改革工程表２０２１」（令和３年１２月２３日経済財政諮問会議決定）においても、

経営戦略の見直し率を２０２５（令和７）年度までに１００％とすることとされてい

ます。このような経緯から、中長期的な視点から経営の健全化に取り組み、安定した

事業の継続を可能にすることを目的に経営戦略を見直します。 

また、人口および水需要の減少に伴う収入減の傾向が予想されるなか、水道料金の

改定を行い、老朽化した水道施設の更新を進め、安全で安定した水道事業の経営に努

めていましたが、２０２４（令和６）年１月に能登半島地震が発生しました。 

この地震では、上水道施設（他ライフライン含む）に甚大な被害が発生し、耐震化

が未実施であったこと等により復旧に長時間を要しました。また、多くの避難所で水

を使えるようにするための復旧が必要になったことから、計画的に耐震化を進める必

要性が再認識されています。 

水道施設及び管路の耐震化に係る事業は、多大な費用と長期の時間が必要となるこ

とから、耐震化を盛り込んだ投資財政計画を立案し、今回の経営戦略見直しに反映さ

せます。 
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２． 経営戦略の位置付け 

 

   本経営戦略は、「小美玉市第２次総合計画」後期基本計画（２０２３～２０２７）

を構成する個別計画のひとつであり、今後の経営の基本的な考え方や投資・財政計画

を見直したものです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２－１ 経営戦略の位置付け 
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３．計画期間 

 

 

 

 

経営戦略は、小美玉市水道事業水道ビジョンと同時期に作成したもので、２０１８

（平成３０）年度までの実績値を検討資料として、２０２０（令和２）年度～２０２

９（令和１１）年度の１０年間としていました。 

今回の見直しでは、２０２３（令和５）年度までの実績値を検討資料として、見直

しを行います。 

 

図１－３－１ 経営戦略の計画期間 
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※ 社会情勢の変化に柔軟に対応し、必要に応じて改定・見直しを実施します。 
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第２章 水道事業の現状と課題 

 

１．水需要 

 

（１）給水の状況 

小美玉市水道事業は、２００６（平成１８）年３月２７日に２町１村（小川町、

美野里町、玉里村）が合併し小美玉市が誕生したことにともない、２００９（平成

２１）年４月１日、水道料金の統一と事業効率化を図るため、小川地区水道事業と

美野里地区水道事業が統合され「小美玉市水道事業」が認可創設されました。 

２００９（平成２１）年統合時の給水人口は４１,８２７人でしたが、２０１８（平

成３０）年度は４０,１７３人、２０２３（令和５）年度は３７,４３４人となってい

ます。 

表２－１－１ 給水の状況                    （令和５年度末） 

地方公営企業法適用 法適用 事業区分 末端給水事業 

計画給水人口 42,900人 現在給水人口  37,434人 

給水区域面積 125.29㎢ 給水人口密度 298.8人/㎢ 
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（２）小美玉市の人口推計 

小美玉市の将来人口推計は、「小美玉市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」や

「国立社会保障・人口問題研究所」があります。人口ビジョンでは、将来さまざま

な施策により人口減の抑制を図ることとしていますが、両推計ともに減少傾向が

継続するものと予測しています。 

「小美玉市新まちづくり構想～新たな交流を目指して～（令和６年３月）

P19」には、人口の見通しとして、人口ビジョンの目標人口を踏襲し、２０２

７（令和９）年度の目標人口を４８,６００人としています。しかし、令和５

年度の実績としては４８,５４７人となっていることから、目標人口より少

ない値となることが予想されます。 

 

表２－１－２ 小美玉市の人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  度 
2010 

（H22） 
2020 
（R2） 

2023 
（R5） 

2027 
（R9） 

2030 
（R12） 

2040 
（R22） 

実績人口 54,038 49,950 48,547    

人口ビジョン  50,000 49,400 48,600 48,000 46,000 
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（３）給水区域内人口および給水人口推計 

小美玉市の給水区域内人口は、２０１０（平成２２）年度は４４,８０５人でした

が、緩やかな減少が続き２０２３（令和５）年度には３９,０３９人と５,７６６人

の減少となっています。見直し前の推計では２０２３（令和５）年度は４０,２２７

人であり実績との差は１,１８８人となります。 

２０２９（令和１１）年度の給水区域内人口の推計は、見直し前で４０,１４７人、

見直し後で３８,１６２人になる見込みで、１,９８５人の差が生じました。また、

給水人口の推計は、見直し前で３８,７８２人、見直し後３６,７５０人になる見込

みで２,０３２人の差となります。 

給水普及率は、２０１６（平成２８）年度まで上昇傾向を示し、その後下降しま

すが、今後も給水普及率は上昇することが期待され、２０２９（令和１１）年度に

は、給水普及率９６.３％と推計します。 

    

表２－１－３ 給水区域内人口および給水人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  度 
2010 

（H22） 
2020 
（R2）  

2023 
（R5）  

2029 
（R11） 

2040 
（R22）  

給水区域内人口（人） 44,805 39,926 39,039 38,162 36,675 

給水人口（人） 42,207 38,288 37,434 36,750 35,575 

給水普及率（％） 94.2 95.9 95.9 96.3 97.0 
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（４）有収水量の推計 

有収水量は、生活用水、業務・営業用水、工場用水、その他用水を合算した水量

です。生活用水は、炊事、風呂、トイレ、洗濯等に使用する水量になり、１人が１

日に使用する水量は、ほぼ横ばい、あるいは多少の減少と考えられます。そして、

人口が減少していることもあり、生活用水は減少傾向と推計します。 

 業務・営業用水、工業用水、その他用水についても過去の実績をもとに推計し、

合算した有収水量は減少傾向となります。２０２９（令和１１）年度の有収水量の

推計は、見直し前で３,４３３千㎥/年間、見直し後で３,４９２千㎥/年間で５９千㎥

/年間の差が生じました。 

 

（５）給水収益の推計 

有収水量は減少傾向となりますが、令和６年５月から水道料金を改定することに

より、給水収益は増加することになります。※供給単価230.4円/㎥で計算 

２０２９（令和１１）年度の給水収益の推計は、見直し前で６４９,１９４千円、

見直し後で８０４,５５６千円になる見込みで、１５５,３６２千円の増加が見込ま

れます。 

 

表２－１－４ 有収水量と給水収益の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

年  度 
2010 

（H22） 
2020 

（R2）  
2023 
(R5) 

2029 
（R11）  

2040 
（R22）  

有収水量（千㎥/年間） 3,784 3,715 3,604 3,492 3,353 

給水収益（千円） 663,089 698,528 681,119 804,556 772,531 
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２．水道施設 

 

（１）施設の現状 

本市の施設の状況は下記のとおりです。また、水源は地下水が９８％程度（実績）

を占め、残りを県中央広域水道用水供給事業から受水しています。 

 

表２－２－１ 施設の状況                    （令和５年度末） 

水  源 地下水98%、受水2％ 施 設 能 力 16,700㎥／日 

浄配水場施設 2箇所 管 路 延 長 493,692ｍ 

配水池設置数 4池（13,100㎥） 施設利用率 67.8％ 

 

（２）浄水場施設の現状 

小美玉市には、浄水場系別に小川地区、美野里地区があります。 

小川地区の水源は、地下水を主として７本の深井戸があり、小川浄水場で原水を

浄水処理した後、配水池に貯水され小川地区へ供給しています。 

美野里地区も水源は地下水を主として第１および第２導水系の１０本の深井戸

があり、美野里浄水場で原水を浄水処理した後、配水池に貯水され美野里地区へ供

給しています。 

小川および美野里浄水場ともに、県中央広域水道用水供給事業から浄水を受水し

ており、日常の稼働に問題はなく安定した現況といえますが、経年使用により建物

や機械・電気設備などの老朽化により、更新時期を迎えているものもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美野里第10号井 



第２章 水道事業の現状と課題 

- 9 - 
 

（３）浄水場施設の更新 

    将来にわたり、小川および美野里浄水場の施設を維持するためには、膨大な事業

費が必要となります。本計画では、老朽化した設備を適宜に更新し、安定した水の

供給の実現、災害に強い設備の整備を推進していくものとします。 

 

（４）管路の現況と更新状況 

令和５年度末での水道管延長は、導水管１７.１ｋｍ、配水管４７６.６ｋｍ、 

計４９３.７ｋｍになります。平成３０年度と比較して０.４％ほど増加しています

が、管路は面的な整備が完了していることから、今後の配管延長増加は考えにくい

状況になります。 

水道管の更新は計画的に進めています。導水管（基幹管路）の耐震化率は、平成

３０年度の１４.７％から令和５年度の２８.２％と１３.５％向上し、導水管で使

用していた石綿セメント管は全て更新が完了しました。 

また、配水管の耐震化率は、平成３０年度の８.２％から令和５年度の１５.５％

と７.３％向上しています。 

今後も耐久性および耐震性の高い水道管に更新し、災害に強い強靭な管路の構築

を行います。 

 

表２－２－２ 管路の管種別延長                  （令和５年度末） 

管種 
平成 30年度 令和 5年度 備考 

導水管
（km） 

配水管
（km） 

合計 
（km） 

導水管
（km） 

配水管
（km） 

合計 
（km） 

 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(耐震管) 0.76 19.00 19.76 3.04 27.35 30.39  

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(耐震管) 1.74 20.01 21.75 1.75 46.53 48.28  

鋼管溶接 0.00 0.03 0.03 0.03 0.07 0.10  

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(準耐震管) 0.00 24.81 24.81 0.00 24.94 24.94  

石綿ｾﾒﾝﾄ管 2.28 36.58 38.86 0.00 8.13 8.13  

その他 12.25 374.05 386.30 12.24 369.61 381.85  

計 17.03 474.48 491.51 17.06 476.63 493.69  
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表２－２－３ 管路耐震化率の推移 
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３．水道事業経営 

 

（１）収益的収支 

過去１０ヶ年の実績をみると収益的収入は右肩上がりで、支出もほぼ右肩上がり

となっており、収入が支出を上回っていました。しかし、損益は下降傾向にあり、

令和５年度には支出が収入を上回り損益はマイナスに転じています。 

 

図２－３－１ 収益的収支の現状 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    収益的収入及び支出の平成３０年度と令和５年度の内訳を並べると以下の通り 

となり、ほぼ同程度となっています。 

 

図２－３－２ 収益的収入 

771,668 千円（平成 30 年度） 788,854 千円（令和 5年度） 
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図２－３－３ 収益的支出 

760,023 千円（平成 30 年度） 810,257千円（令和 5年度） 

 

 

（２）資本的収支 

企業債は、平成２７年度から平成２９年度まで借入していませんが、平成３０ 

年度から借入をしています。また、平成２８年度より国庫補助金を財源の一部と 

しています。 

支出は、令和元年度より下降傾向にありますが、企業債償還金は増加傾向に 

   あります。 

 

図２－３－４ 資本的収支の現状 
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    資本的収入及び支出の平成３０年度と令和５年度の内訳を並べると以下の通り 

となります。収入は、ほぼ同程度となり、支出は企業債償還金の割合が増えてい 

ます。 

 

図２－３－５ 資本的収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442,819 千円（平成 30 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

519,066千円（令和 5年度） 

 

図２－３－６ 資本的支出 
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（３）料金体系 

本市の水道料金は、水道事業統合後に水道料金を統一し、平成２６年４月及び令

和元年１０月の消費税率の引き上げに伴い水道料金の改定を行いました。そして、

令和６年５月には、将来にわたって健全な水道事業経営による安定的な水道水の供

給を実現するために水道料金を改定いたしました。 

改定後の水道料金は、約２０％増加し基本料金３,６８５円（2ヶ月20㎥まで）に

超過料金（１㎥ごとに）を加え、量水器の使用料を加算したものになります。 

参考までに、茨城県内の水道料金の比較表、近隣水道事業体との料金比較表を掲

載します。 

 

     表２－３－１【改定後】小美玉市水道料金表     （令和6年5月1日改定：税込み） 

基本料金（２ヶ月） 従量料金(1㎥につき) 量水器使用料 

20m3まで 3,685 円 21m3 ～ 40m3 220.0 円 φ13mm 198.0 円 

41m3 ～ 80m3 264.0 円 φ20mm 330.0 円 

80m3超 ～ 286.0 円 φ25mm 363.0 円 

    ※口径20mmで2ヶ月で40㎥使用した場合 

     3,685円＋（220円×20㎥）＋330円＝8,415円 
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表２－３－２ 茨城県内水道料金の比較（口径13mm：1ヶ月20㎥当り、税込） 

 小美玉市の水道料金は、県内42事業体のうち低い方から20番目の位置になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－３－３ 茨城県内水道料金の比較（口径20mm：1ヶ月20㎥当り、税込） 

 小美玉市の水道料金は、県内42事業体のうち低い方から15番目の位置になります。 
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２－３－４ 近隣水道事業体との料金比較（令和６年度） 

※条件：口径φ20mm、20㎥/月の使用料金 

 

（４）組織体制 

本市水道事業に携わる職員は、全職員計９名（令和５年度）の組織構成となって

います。 

表２－３－５ 水道職員数の推移 

項  目 H30年 R1 年 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 

職  員 （人） 10 9 8 9 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小美玉市水道事務所 

水道事業名 料金（円） 比較（％） 備考 

行方市 5,445 129  

石岡市 4,860 116  

鉾田市 4,620 110  

茨城町 4,345 103  

湖北水道 4,301 102 小美玉市玉里地区 

小美玉市 4,207 100  

笠間市 4,163 99  

県内最高 5,445 129 八千代町 

県内最低 2,970 71 日立市 

県内平均 4,304 102  
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４．経営指標 

 

経営の現状や課題を的確に把握するため、経営指標を取りまとめ、令和元年度～令

和５年度の経営成績と財政状態について全国類似団体平均との比較により財務状況

の把握、分析を行います。 

※1.経営分析は、総務省が公表している小美玉市の経営分析表を基としたものです。 

2.類似団体平均は、総務省による分類：給水人口3万人以上5万人未満 

3.小美玉市の類型 

事業名：末端給水事業、類似団体区分：A5 
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（１）経営の健全性・効率性 

 

 【経常損益】 

①経常収支比率 

実績値 
令和1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

101.08％ 105.53％ 101.67％ 102.99％ 97.38％ 

指標の説明 

費用が経常収益によってどの程度まかなわれているかを示すもので、この比率

が高いほど経常利益率が良いことを表し、100％以上であれば営業的に赤字でな

いことを意味する。 

算定式 経常収支比率＝（経常収益／経常費用）×100 

評 価 

経常収支比率は100%未満となっており、類似団体平均値と比較しても低い数値

となっている。 

前年度より減少した要因は、資産減耗費の費用が増加したためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 令和 5 年度全国平均値 

 

 

 

 

【108.24】

R1 R2 R3 R4 R5

当該値 101.08 105.53 101.67 102.99 97.38

平均値 109.01 108.83 109.23 108.04 107.49

①経常収支比率（％）
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 【累積欠損】 

②累積欠損金比率 

実績値 
令和1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

指標の説明 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰

越利益剰余金等でも補填することができず、複数年度にわたって累積した損失の

こと）の状況を表す指標である。0%が求められる。 

算定式 累積欠損金比率＝（累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×100 

評 価 累積欠損金が生じることなく、累積欠損金比率0％を維持している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 令和 5 年度全国平均値 

 

 

 

 

 

 

 

【1.50】

R1 R2 R3 R4 R5

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 3.70 4.34 4.69 4.72 5.76

②累積欠損金比率（％）
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 【支払能力】 

③流動比率 

実績値 
令和1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

241.91％ 232.12％ 254.44％ 251.16％ 230.21％ 

指標の説明 

短期的な債務への支払能力を表す指標。流動資産（1年以内に現金化すること

のできる資産）と流動負債（1年以内に支払うべき債務）の比率であり、高い方

が良い。 

算定式 流動比率＝（流動資産／流動負債）×100 

評 価 
前年度より流動比率が減少した要因は、未収金の減による流動資産が減少、企

業債の増による流動負債が増加したためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 令和 5 年度全国平均値 

 

 

 

 

 

 

 

【243.36】

R1 R2 R3 R4 R5

当該値 241.91 232.12 254.44 251.16 230.21

平均値 365.18 327.77 338.02 345.94 329.70

③流動比率（％）
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 【債務残高】 

④企業債残高対給水収益比率 

実績値 
令和1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

757.23％ 759.03％ 791.01％ 820.98％ 836.82％ 

指標の説明 
企業債残高の規模を表す指標であり、水道料金による収入（給水収益）に対す

る企業債残高の割合で、低い方が良い。 

算定式 企業債残高対給水収益比率＝（企業債残高／給水収益）×100 

評 価 

類似団体平均値を大きく上回っているのは、建設工事費の財源不足を企業債か

ら継続的に借入していることが要因となっている。 

今後は、料金改定などにより財源不足を解消し、収支のバランスのとれた経営

に改善する必要があると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 令和 5 年度全国平均値 

 

 

 

 

 

 

【265.93】

R1 R2 R3 R4 R5

当該値 757.23 759.03 791.01 820.98 836.82

平均値 371.65 397.10 379.91 386.61 381.56

④企業債残高対給水収益比率（％）
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 【料金水準の適切性】 

⑤料金回収率 

実績値 
令和1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

98.58％ 102.93％ 98.77％ 97.59％ 93.85％ 

指標の説明 
１㎥あたりの給水に係る費用（給水原価）を１㎥あたりの給水収益（供給単

価）でどの程度賄えているかを表す指標であり、高い方が良い。 

算定式 料金回収率＝（供給単価／給水原価）×100 

評 価 

経常費用の増加に伴い給水原価が供給単価を上回ったことが前年度より減少し

た要因となった。今後は、料金改定による収支バランスの均衡を図り、経営改善

に努めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 令和 5 年度全国平均値 

 

 

 

 

 

 

 

【97.82】

R1 R2 R3 R4 R5

当該値 98.58 102.93 98.77 97.59 93.85

平均値 98.77 95.79 98.30 93.82 95.04

⑤料金回収率（％）
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 【費用の効率性】 

⑥給水原価 

実績値 
令和1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

191.45円 182.66円 190.72円 193.39円 201.37円 

指標の説明 
有収水量１㎥あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標で

ある。低い方が良い。 

算定式 
給水原価＝経常費用－（受託工事費＋材料及び不良品売却原価＋附帯事業費） 

－長期前受金戻入／年間総有収水量 

評 価 
前年度より経常費用が増加したため依然類似団体平均値より高い状態である。

引続き水道普及促進と併せて経常費用節減等の経営改善に努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 令和 5 年度全国平均値 

 

 

 

 

 

 

【177.56】
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 【施設の効率性】 

⑦施設利用率 

実績値 
令和1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

70.99％ 69.91％ 68.95％ 68.50％ 67.78％ 

指標の説明 
施設の利用状況や適正な規模を判断する指標であり、施設の一日の配水能力に

対する一日平均配水量の割合を表すもので高い方が良い。 

算定式 施設利用率＝（一日平均配水量／一日配水能力）×100 

評 価 
施設利用率は類似団体平均値と比較しても高い状態を維持しているが、適切な

施設規模を長期的な視野で検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 令和 5 年度全国平均値 

 

 

 

 

 

 

 

【59.81】

R1 R2 R3 R4 R5

当該値 70.99 69.91 68.95 68.50 67.78

平均値 59.67 60.12 60.34 59.54 59.26

⑦施設利用率（％）
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 【供給した配水量の効率性】 

⑧有収率 

実績値 
令和1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

83.83％ 87.19％ 86.81％ 86.75％ 87.00％ 

指標の説明 
施設の効率性を表す指標であり、施設が供給した総配水量のうち料金収入など

の対象となった有収水量の割合を表すもので高い方が良い。 

算定式 有収率＝（年間総有収水量／年間総配水量）×100 

評 価 

R1年度の有収率は、複数の配水管で漏水箇所の特定が長期間できない状態があ

り一時減少したが、継続的な管路更新工事を順次進めてきた効果により、R2年度

からは類似団体平均値の水準を超え有収率の改善が図られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 令和 5 年度全国平均値 

 

 

 

 

 

 

 

【89.42】

R1 R2 R3 R4 R5

当該値 83.83 87.19 86.81 86.75 87.00

平均値 84.60 84.24 84.19 83.93 83.84

⑧有収率（％）

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00
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88.00



第２章 水道事業の現状と課題 

- 26 - 
 

（２）施設の老朽化の状況 

 

 【建設全体の減価償却の状況】 

①有形固定資産減価償却率 

実績値 
令和1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

41.06％ 40.86％ 41.57％ 41.82％ 42.09％ 

指標の説明 
有形固定資産（水道施設・設備）の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指

標であり、100％に近いほど保有資産が耐用年数に近づいていることを示す。 

算定式 
有形固定資産減価償却率＝（有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち

償却対象資産の帳簿原価）×100 

評 価 

古い水道管等施設の更新を継続しているためほぼ横ばいに推移し、類似団体平

均値よりも下回っており良好である。なお、今後はさらに計画的な更新投資に必

要な財源を確保していくことが課題になると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 令和 5 年度全国平均値 

 

 

 

 

【52.02】

R1 R2 R3 R4 R5

当該値 41.06 40.86 41.57 41.82 42.09

平均値 48.17 48.83 49.96 50.82 51.82

①有形固定資産減価償却率（％）
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 【管路の経年化の状況】 

②管路経年化率 

実績値 
令和1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 14.12％ 

指標の説明 
法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標であり、高いほど老朽化が進

んでいることを示す。 

算定式 管路経年化率＝( 法定耐用年数を経過した管路延長／管路延長 )×100 

評 価 

創設時に布設された水道管は、更新工事によって経年管は類似団体と比較して

低い数値となっている。法定耐用年数を経過する管路が年々増加していくため、

実際の老朽化の状態を把握し、優先順位を的確に把握した上で、計画的に更新を

行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 令和 5 年度全国平均値 

 

 

 

 

 

 

【25.37】

R1 R2 R3 R4 R5

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 14.12

平均値 17.12 18.18 19.32 21.16 22.72

②管路経年化率（％）
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 【管路の更新投資の実施状況】 

③管路更新率 

実績値 
令和1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

1.44％ 1.73％ 1.07％ 1.86％ 1.16％ 

指標の説明 
当該年度に更新（布設替え）を行った管路延長の割合を表す指標であり、管路

の更新のペースの状況を把握できる。 

算定式 管路更新率＝（ 更新された管路延長／管路総延長 ）×100 

評 価 

管路更新率はH28年度より国庫補助事業を活用して継続的に更新投資しており

類似団体平均値を大きく上回る値になったが、法定耐用年数を経過する管路が

年々増加していくため、計画的な更新投資に必要な財源を確保していくことが課

題になると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 令和 5 年度全国平均値 

 

 

 

 

 

【0.62】

R1 R2 R3 R4 R5

当該値 1.44 1.73 1.07 1.86 1.16

平均値 0.54 0.57 0.52 0.48 0.48

③管路更新率（％）
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【水道事業の現状と課題の分析結果】  

☆ 料金収入の対象となる有収水量は、給水人口の減少や節水型社会の進展によ

り減少しています。 

 

☆ 既存水道施設および管路等の老朽化が進行しています。安定した水の供給や

災害に強い水道を整備するためにも、耐震化の推進が求められています。 

  なお、導水管の石綿セメント管は全て更新が完了しています。 

 

☆ 建設工事費の財源を企業債から継続的に借入しているため残高は大きい状況

にあります。令和６年５月に水道料金を改定したことから、企業債の抑制とあ

わせて収支のバランスを考慮した経営に努めます。 

 

☆ 経年劣化した設備や管路は増加することから、更新への投資は増大していく

ことになります。実際の老朽化状態を把握し、重要性に配慮して優先順位を決

め、事業の平準化と財源の確保を両立させ計画的に行っていきます。 

 

☆ 運営体制のあり方を中長期的に計画し、水道施設を効率的に管理するととも

に持続可能な水道事業経営を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川第２導水中継場 
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第３章 経営戦略の基本方針 

 

１．基本方針 

 

小美玉市水道事業の経営戦略としての基本方針は、小美玉市水道事業水道ビジョンで

定めた将来像（理想像）「信頼を次世代につなぐ水道」として、「安全」、「強靭」、

「持続」の３つの視点から、さまざまな課題を解決し、安定的な事業運営を行っていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－１ 小美玉市水道事業の将来像（理想像） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道の将来像（理想像）  

「信頼を次世代につなぐ水道」  
 

５０年後、１００年後の将来を見据えた水道の理想像を明示し、関係者間で認識を共有  
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第４章 経営健全化に向けた取組み 

 

１．施設の統廃合と縮小に関する事項 

 

１） 安全で安定した給水を行うために耐用年数を考慮し、実際の老朽化の状態を把握

した上で、計画的に老朽化施設の更新を行います。 

２） 給水人口の減少等により給水量の減少が予想されることを踏まえ、維持管理の効

率化、施設利用率の向上、管理費用の低減を図るため、浄水場施設の縮小を検討し

ます。 

３） 小美玉市水道事業は、小川地区水道事業と美野里地区水道事業が統合され、水道

料金の統一と業務の効率化を図ってきましたが、水道施設としての相互連携やバッ

クアップ体制には検討の余地があります。今後、小美玉市水道事業の目指すべき方

向性や、水道施設に求められる機能および規模を考慮し、災害に強い運営基盤の強

化に努めます。 

４） 茨城県水道事業の広域化に伴い水源を受水する場合には、地下水源の縮小ある 

いは廃止が考えられます。上位の計画に対しては長期的に広い視野を持って柔軟 

に対応を検討します。 

 

２．財源に関する事項 

 

令和６年５月に水道料金の改定を行い、新たな料金体系での水道事業経営が始まり

ました。今後も水道施設の耐震化や更新などにより建設改良費が増加すると考えられ

ますが、収入の増加による資金管理に悪い影響が出ないように注意し、補助金等の確

保に努めるとともに、企業債を計画的に財源に組み入れていきます。また、料金改定

後の収支の動きや昨今の物価上昇、企業債の借入利率などに配慮しながら、収支バラ

ンスを確認しつつ適切な財源確保に努めます。 

 

３．民間の資金・ノウハウの活用に関する事項 

 

公共の福祉の観点からは、水道事業の基幹的業務は引き続き水道事業者が責任を持

って効率的に実施していくことが求められます。現在、検針業務、収納業務、水質検

査等は、個別委託を行っており、浄水場等の運転管理や点検業務等の施設管理は、民
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間への包括委託で行っています。今後も先進事例の研究をしながら、近隣の事業体の

動向を注視しつつ調査・検討を進め、より効率的で、より良いサービスが提供できる

よう改革をしていきます。  

 

４．情報公開に関する事項 

 

水道事業運営への理解や透明性の確保の観点から、ホームページ等を利用した情報

公開に努めます。 

今後も、提供する情報とその内容を充実させることを前提に、内容の見直しや事後

検証に取り組んでいきます。 

 

５．広域化に関する事項 

 

水道事業は、市町村運営、独立採算が原則となっていますが、運営基盤の強化を

図るための効率化という観点から、本市においても県が主導する「茨城県水道ビジ

ョン」については柔軟に対応していきます。 

この茨城県水道ビジョンは、各市町村の水道事業体が抱えている課題である人材

や財政、施設の適切な更新等の多くの課題を広域連携により対応して解消しようと

するもので、将来的な姿として２０５０年度に「水道事業の基盤を強化するため、

県内水道の一元化（１県１水道）を図る。」としており、様々な検討や取組が行わ

れています。 

 

６．組織等に関する事項 

 

小美玉市の水道を担当する部署は、全職員数９名（令和５年度）により業務、管理

が一体となって事業運営の効率化を図っています。また、水道施設の運転管理等や料

金徴収の外部委託化（業務委託）など、効率的な運営管理に努めています。 

人事異動等による水道事業経験年数の変動はありますが、日常の施設管理を適切に

行い、経年劣化する水道施設の更新・耐震化を着実に進めるとともに、技術職員の確

保と育成に取り組みます。 

さらに、職員の意欲を向上させ、持続可能な組織を構築するため、研修会への参加

など水道事業に関する技術習得、資質の向上に努め、計画的で効果的な人材の育成お

よび専門知識や技術の継承に取り組みます。 

 



第５章 投資・財政計画 

 

- 33 - 
 

第５章 投資・財政計画 

 

１．投資財政計画の見直しについて 

 

    前回の投資財政計画は、２０１８（平成３０）年度までの実績を基に２０２０

（令和２）年度から２０２９（令和１１）年度までを計画しましたが、今回は、

２０２３（令和５）年度までの実績を基に見直しを行います。なお、財政計画で

は、料金改定を反映させたものとします。 

 

図５－１－１ 投資財政計画の見直し 
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２．経営健全化計画との乖離について 

 

    経営健全化計画で当初予定していた令和４年度の料金改定は、コロナ等の社会

情勢に配慮して２年後の令和６年度に改定としたことにより、計画していた収益

定収入（水道料金収入等）より約２億７千万円の減となりました。また、水道施

設の更新費用として計画していた資本的支出（建設改良費等）は、２０２４（令

和６）年度から２０２６（令和８）年度で約５億５千万円の増となります。この

状況は、計画よりも収入が少なく、投資は大きくなっているので厳しい水道事業

経営が予測されます。そのため、経営健全化作成時に検討していた企業債の借入

額の割合等を再考する必要があると考えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

料金改定 
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・収益的収入の比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・資本的支出の比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

５．資本的支出の比較 単位：千円（消費税抜）

H29 H30 H31・R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 2017～2029

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 計

659,435 905,400 1,078,410 855,738 714,394 821,646 836,297 693,375 743,321 725,274 729,720 874,055 841,092 10,478,157

659,435 905,400 1,282,995 1,000,323 884,010 822,451 837,102 690,954 755,981 737,964 742,439 886,804 853,870 11,059,727

659,435 905,400 1,282,995 1,000,323 792,855 883,725 824,874 855,316 967,566 908,056 846,543 856,735 854,192 11,638,015

※１）経営戦略は料金改定なし、※２）経営健全化はR4年度に料金改定を予定、※３）経営戦略見直しはR6年度に料金改定を実施、※グレーは実績値

2017～2023

計

5,871,320

6,391,716

6,349,607

2024～2029

計

4,606,837

4,668,011

5,288,408

項 目

１）経営戦略

２）経営健全化

３）経営戦略見直し
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（千円） ５．資本的支出の比較

１）経営戦略 ２）経営健全化 ３）経営戦略見直し 実績値

１．収益的収入の比較 単位：千円（消費税抜）

H29 H30 H31・R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 2017～2029

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 計

768,474 771,668 784,914 780,077 778,159 776,052 776,058 772,418 771,277 769,311 769,134 765,694 763,793 10,047,028

768,474 771,668 778,527 797,656 853,298 904,059 903,556 899,339 896,523 892,854 893,852 889,873 888,222 11,137,902

768,474 771,668 778,526 797,655 788,813 814,443 788,854 914,568 954,163 925,118 924,051 918,343 915,533 11,060,208

※１）経営戦略は料金改定なし、※２）経営健全化はR4年度に料金改定を予定、※３）経営戦略見直しはR6年度に料金改定を実施、※グレーは実績値

2017～2023

計

5,435,401

5,777,239

5,508,433

2024～2029

計

4,611,627

5,360,663

5,551,775

３）経営戦略見直し

２）経営健全化

項 目
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３．投資計画 

    

（１）予定している事業 

    ２０２５（令和７）年度から２０２７（令和９）年度は、直近の事業として予

定しているものを投資計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画している事業 

    水道施設及び設備の更新や配水管等の更新は、範囲が広く早急に対応する必要

が生じるものも出てきます。よって、その状況に応じて臨機応変に行動可能にす

るため、２０２８（令和１０）年度以降は次の投資費用を確保します。 

   ・水道施設及び設備：年間事業費を２.５億円程度と設定します。 

   ・配水管等の管路 ：年間事業費を２.５億円程度と設定します。 

   ・総事業費として ：年間事業費を５億円程度と設定します。 

百里基地周辺上水道施設更新助成事業 （税込）

R7 R8 R9

2025 2026 2027

303,435,000 271,392,000

303,435,000 271,392,000 0

水道施設及び配水管整備事業 （税込）

R7 R8 R9

2025 2026 2027

90,563,000 154,000,000 154,000,000

21,450,000 21,450,000 15,400,000

28,875,000 174,636,000 190,135,000

50,600,000

13,200,000

35,200,000

150,953,000

13,200,000

74,382,000

22,000,000

99,000,000

16,500,000 16,500,000

416,823,000 366,586,000 558,635,000

（税込）

R7 R8 R9

2025 2026 2027

720,258,000 637,978,000 558,635,000

事業名

事業名

石綿セメント管更新工事

（仮）取水井戸更新

設計業務委託

計

小川浄水場系No.2配水池水位計及び
取水井戸テレメータ改修工事

小川浄水場配水ポンプインバータ更新工事

配水管更新工事

設計業務委託

小
川
浄
水
場
系
施
設

小川浄水場中央監視システム等更新工事

小川浄水場ろ過器改修工事

小川浄水場系取水井戸ポンプ改修工事

美
野
里
浄
水
場
系
施
設

合　計

計

美野里浄水場系取水井戸ポンプ改修工事

美野里浄水場塩酸注入設備更新工事

美野里浄水場ろ過池改修工事

美野里浄水場沈殿池更新工事

美野里浄水場系取水井戸テレメータ改修工事



第５章 投資・財政計画 

 

- 36 - 
 

４．財政計画 

 

    投資計画を実現するためには、投資と財源が均衡する必要があります。主な財

源としては、給水収益、国庫補助金、企業債、内部留保資金になります。 

 

（１）国庫補助金 

    水道施設の更新は、国庫補助対象事業にならないため、補助金を見込まないも

のとします。配管については、小川地区石綿管更新事業（補助率1/2）について補

助金を見込みます。 

 

（２）企業債 

    事業費の８０％を借入するとして、償還期間３０年（内５年間元金償還据置）、

年利率２.０％とします。 

 

（３）内部留保資金 

    水道事業を安定して運営するため、企業債償還金程度の３～３.５億円を確保

とします。また、給水収益と同額程度を目標とします。 

 

（４）給水収益 

安定した水道水を供給するためには、水道事業を健全に経営するとともに継続

に必要な財源の確保が求められます。このことを実現するため、令和６年５月に

水道料金を改定し、本年度からの給水収益が増加する見込みとなりました。 

しかし、給水人口の減少に伴う給水収益の減少、それに反して物価及び人件費

の上昇等、今後の水道事業はますます厳しい経営状態が予想されます。また、ラ

イフラインである水道施設の耐災害性強化が強く望まれている状況を考慮する

ことも必要です。 
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（５）収益的収支 

    令和元年度作成の経営戦略では、令和７年度に収支がマイナスになると推計し

ていましたが、実際には令和５年度にマイナスになっています。また、経営健全

化計画で令和４年度に予定した料金改定は、令和６年度になり収益的収入は増加

していますが、物価の上昇等により収益的支出も増加傾向にあり、収支としては

減少傾向になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－４－１ 収益的収支と損益の推計（見直し：令和６年度作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－４－２ 収益的収支と損益の推計（当初：令和元年度作成） 
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（６）資本的収支 

    令和元年度作成の経営戦略では、財源不足の懸念から資本的支出（投資）を抑

える計画でしたが、実際は水道施設の更新需要により増加しており、令和２年度

から令和５年度で２億７千万円の増、令和６年度から令和８年度で５億７千万円

の増になります。 

資本的収入も増加していますが、更新需要に加えて人件費と物価の上昇による

投資の増加は避けられないと予想される状況にはありますが、今後の経済状況に

留意しつつ、様々な情報収集に努めて反映させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－４－３ 資本的収支と資金残高の推計（見直し：令和６年度作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－４－４ 資本的収支と資金残高の推計（当初：令和元年度作成） 
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（７）企業債 

    令和元年度作成の経営戦略では、過去の投資により企業債残高は５０億前後を

推移していくと予想されていましたが、見直しによると５７億前後を推移してい

くと考えられます。 

企業債償還金は、同じような勾配線となりますが、見直しにより多少の増加が

みられます。また、資金残高は令和１１年度までは８億円前後を推移すると予想

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－４－５ 企業債と資金残高の推計（見直し：令和６年度作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－４－６ 企業債と資金残高の推計（当初：令和元年度作成） 
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１．計画の点検と進捗管理 

 

    本経営戦略の見直しは、令和２年３月に作成した経営戦略を見直すもので、約

５年後の令和７年２月版となります。この期間には、新型コロナウイルス感染症

の流行、東京オリンピックの開催、ロシアのウクライナ侵攻、能登半島地震、そ

して物価や人件費の大幅な上昇等がありました。また、令和４年度に予定してい

た水道料金の改定は、令和６年５月の改定となりました。 

    このように、計画と実情とは様々な影響により乖離が生じるものです。そのた

め、必要に応じて事業手法の見直し等について検討を行い、必要な改善策を図っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－１－１ 事業推進のＰＤＣＡサイクル 

計画の見直し 

事業への反映  

情報の収集 

収益的収支及び 

資本的収支の整理 

投資及び 

財政計画 

計画の策定(Plan)

・ビジョン、目標の設定

・基本計画の策定

事業の推進(Do)

・経営の管理

目標達成状況の確認(Check)

・事後評価

・経営状況の把握

改善の検討(Action)

・未達成目標の対処

・新たなニーズの把握

○PDCAサイクル 

Plan（計画）･･･････････ 従来の実績や将来の予測などをもとにして事業計画を作成する。 

Do（実行）････････････ 計画に沿って業務を行う。 

Check（点検・評価）･･･ 業務の実施が計画に沿っているかどうか確認する。 

Action（改善）･････････ 実施が計画に沿っていない部分を調べて処置する。 

事業推進のＰＤＣＡサイクル 
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